
 

 各戸配布 

 

～定例会の報告～ 

                 (2013 年 12 月 22 日開催 28 名参加） 

 

１．2014 年度自治会長、及び、副会長について 

 １）2014 年度自治会長 

梨風苑自治会規約によりますと、 

  「付則 2-(1) 副会長は第 10 条の 1.に基づき、現会長に再任要請を行うことができる。 

          現会長が同要請を受諾した場合には、現会長を次年度会長候補者とする」 

  とあり、今回この条項に基づき、副会長 10 名の満場一致により、酒部会長に再任要請を行いました。 

  酒部会長に本要請をご快諾いただきましたので、酒部会長を次年度会長候補者と決定いたしました。 

正式には、自治会規約第 08 条 1 項「会長は前年度副会長の指名により総会の承認を得る」により、 

  2014 年４月開催予定の総会での承認により再任が決定します。 

 2)2014 年度副会長 

  現副会長により、次年度副会長候補が確認されました。正式には自治会規約第 08条 2 項「副会長、 

  広報委員は会長の指示により総会の承認を得る」により、2014 年４月開催予定の総会により決定 

します。 

  ■これに先立ちまして 2014 年度 副会長の担当決めを行いますので、候補者の方は、2 月 23 日に 

開催される定例会終了直後の午前 10 時 30 分に梨風公園内集会所にご参集ください。 

（詳細は 2 月上旬までに現副会長からご案内します） 

 

２．会計報告 

１）赤い羽根共同募金 

  12 月 22 日に集計しました結果、136件のご厚意が集まりましたことをご報告いたします。金額に 

関しましては、銀行に振り込む際に銀行にて正確に計数後確定しますので、改めてご報告いたします。 

  尚、既報の通り、今年度は歳末助け合い運動の募金は実施しませんので、ご了承ください。 

 ２）防犯灯補助金   

  市川市より防犯灯補助金 398,790 円が入金されました。 

  また、今年度は追加交付金として 117,000円の補助が出ますので、防犯灯 2 基の更新が可能と 

なります。1 基は自治会長が確認を行っていますが、もう 1基の更新が可能ですので、お気づきの 

箇所がありましたら、地区役員、副会長経由でも結構ですので、自治会長へご連絡ください。 

 

３．民生委員について   

 既報の通り、新たにお務めいただく和佐康子さんが、9 年間お務めいただいた前任の西田美也子さん 

からの引継を終え、職務を開始されますのでご報告いたします。先日調査にご協力いただきました居住 

状況調査の結果を自治会長と共有いたしますのでご了承ください。 

 

 

梨風苑自治会ニュース 



 ■1 月の定例役員会はお休みです。 

■次回の定例役員会は 2 月 2３日（日）10：00 から行います。 

10：30 から公園清掃を行います。（雨天中止） 

ご協力のほどよろしくお願い致します。（梨風公園集合） 

★2014 年度副会長候補の方は、担当決めのため、10:30 に集会所にご参集ください、 

 

 

 

 

４．中央水路の暗渠（あんきょ）について 

 市川市役所 河川下水道整備課に問い合わせましたところ、「第二梨風苑までで計画完了、2014 年度の 

計画には入っていない。要望があれば文書で提出してほしい。」との回答でした。近日中に要望書を提出 

しますが、早くても 2，3 年先になる模様でありますことをご報告いたします。 

 

５．大柏地区合同パトロールについて 

 去る 12 月 4 日に大柏地区合同パトロールが開催されました。今年度担当自治会の梨風苑からは 9 名の 

方にご参加いただきました。ご多忙の中、また寒い中ご参加いただきありがとうござました。 

 

６．自治会名簿について 

 今年度の予算に算入しました３年毎に作成される自治会名簿ですが、先日実施しました居住状況調査の 

結果を基に自治会名簿の作成を開始し、現時点でゲラまで作成されました。今後、原稿校正、広告募集 

を行い、3月頃配布を予定しております。 
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文責 真下守雄 

■1 月度の防犯パトロールはお休みになります 

■2、３月度の防犯パトロールは、 

 2 月 1 日（土）、2月 15 日（土） 

 3 月 1 日（土）、3月 15 日（土） 

いずれも、１６：３０から実施します。 


